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第１ 趣旨 

佐世保労働基準監督署管内の社会福祉施設における労働災害の発生状況につきましては、増加の

一途を辿り、昨年は１２１人（うち、新型コロナウイルス感染症によるもの８６人）の方が休業４日以上の労

働災害に被災し、新型コロナウイルス感染症によるり患者を除いても過去最も多い死傷者数となってい

ます。一昨年と比して、５８人増加（新型コロナウイルス感染症によるものを除くと３人増加）しており、労

働災害の増加傾向に歯止めがかかっていない状況となっています。 

労働災害発生の原因として、昨年は、腰痛などの「動作の反動や無理な動作」による労災が最も多く、

次いで、滑りや躓きなど「転倒」によるものが多発しています。 

つきましては、労働災害の発生に歯止めをかけ、一人一人の労働者が安心して働けるよう労働災害

防止の一層の取組強化を図っていただきまようよろしくお願いいたします。 

労働災害防止の殆どが転倒や動作の反動等いわゆる「行動災害」により発生していることから当該災

害防止のため下記事項にご留意いただき、安全衛生管理活動の推進を図ってください。 

また、安全衛生管理活動推進の証として、アクションＺＥＲＯ～長崎ゼロ災運動～へご参加いただき、

労使一体となった労働災害防止活動を推進いただきますよう併せてお願い申し上げます。 

 

 

 



第２ 事業者の実施事項 

１ 「転落災害」 ・ 「転倒災害」の防止 

転倒災害は、濡れた床面、段差、手すりのない階段などの設備面、走るなどの不安全な行動、加齢

による運動機能の低下など、複合的な原因で発生します。このため、従業員の不注意ということで片付

けることなく、設備面の改善、不注意な行動の防止、日頃からの運動を含めた職場での健康増進などの

取組を、以下の４点を重点に従業員の方々の参画のもとで取り組んでいただくようお願いします。 

① ４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔） 

② 危険の見える化（転倒の危険がある場所を分かりやすく表示する） 

③ すべりにくい靴（耐滑性の高い防滑靴）の着用 

④ 転倒予防体操の実施 

 

２ 腰痛など動作の反動等による労働災害防止 

 動作の反動や無理な動作による労働災害は、利用者の移乗作業などによる腰痛、利用者の咄嗟の

動きによりそれを支えようとしたときに首や腕を痛めた、バランスを崩して踏ん張ったところ足を負傷し

たなど人の動きが起因して発生しています。このため、正しい姿勢や危険を予測する力を身につける

ことが必要です。具体的な社会福祉施設（介護施設）における腰痛予防対策や労働災害防止対策

は、厚生労働省サイトにおいて紹介されていますので、当該資料を基に安全巡回や職員研修の実

施をしていただき、行動災害による労働災害防止に取り組んでいただきますようお願いします。 

 

３ 安全衛生管理体制 

  職場で安全(衛生)推進者を選任されていますでしょうか？ 

  安全衛生管理活動を推進する上では、一定の知識や経験がある者に労働者の安全と健康を確

保するため、次の安全衛生管理活動を推進していただく必要があります。 
  ※事業場規模労働者 50名以上の場合は、安全推進者に加え、衛生管理者及び産業医の選任が必要です。 

ア 職場環境及び作業方法の改善に関すること 

例： 職場内の整理整頓（４Ｓ活動）の推進、床の凸凹面の解消等職場内の危険箇所の改善、刃物や台車、 

脚立など道具の安全な使用に関するマニュアルの整備等 

イ 労働者の安全意識の啓発及び安全教育に関すること 
例： 朝礼等の場を活用した労働災害防止に係る意義の周知・啓発、介護作業における腰痛予防や転倒 

災害防止に係る安全な作業手順についての教育・研修の実施等 

ウ 関係行政機関に対する安全に係る各種報告、届出等に関すること 
例： 労働災害を発生させた場合における労働者死傷病報告の作成及び監督署への提出等 

 

４ 指さし確認の励行 

  ヒューマンエラー防止のため「指さし確認」による安全チェックの徹底を図ってください。 

 

５ アクションＺＥＲＯ～長崎ゼロ災運動～ 

  7月 1日から 12月 31日までを運動期間として、毎年、ゼロ災運動を展開しています。 

利用者のみならず職員の安全と健康についても配慮している事業場である証として、ぜひ、ゼロ災

運動へご参加いただき、労使一体となった労働災害防止活動の推進を図ってください。 

   ※参加方法など詳細は長崎労働局ホームページよりご覧になれます。 



働き方改革に伴う法改正のお知らせ 

 佐世保労働基準監督署 監督課 

 

２０１９年４月以降、働き方改革関連法の改正により、主に以下の

内容が変更になりました。 

① 時間外労働の上限規制 

② 年次有給休暇の年５日付与 

③ 月６０時間を超える時間外労働の割増率２５％ＵＰ 
このうち、③については今年４月からの施行になっていますので

別添のリーフレットを参考にご対応をお願いします。 

また、①について来年４月に運送業に対する改正が予定されてい

ます。運送業の時間外労働の短縮には、スムーズな荷の積み下ろしと

いった荷主の協力が必要になりますので、別添のリーフレットを参

考に福祉用品の搬入などでトラックが到着した際には荷待ち時間の

短縮にご協力をお願いいたします。 

ご不明な点はお気軽にお問合せください。 

              佐世保労働基準監督署 監督課 

              電話 ０９５６-２４-４１６１ 



中小企業の事業主の皆さまへ

月６０時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます

２０２３年４月１日から

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

（2023年３月31日まで）

月60時間超の残業割増賃金率

大企業は 50％（2010年４月から適用）

中小企業は 25％

（2023年４月１日から）

月60時間超の残業割増賃金率

大企業、中小企業ともに50％

※中小企業の割増賃金率を引き上げ

◆改正のポイント
中小企業の月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率が５０％になります

➢2023年４月１日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。

業種 ① 資本金の額または出資の総額 ② 常時使用する労働者数

小売業 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

上記以外のその他の業種 ３億円以下 300人以下

（※）中小企業に該当するかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます。



深夜・休日労働の取扱い

代替休暇

月60時間を超える時間外労働を深夜（22:00～5:00）の時間帯に行わせる

場合､深夜割増賃金率25％＋時間外割増賃金率50％＝75％となります。

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれま

せんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

深夜労働との関係

休日労働との関係

月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50％以上の率

で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

（※）法定休日労働の割増賃金率は、35％です。

（割増賃金）
第○条 時間外労働に対する割増賃金は､次の割増賃金率に基づき､次項の計算方法によ

り支給する。
（１）１か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この

場合の１か月は毎月１日を起算日とする。
①時間外労働６０時間以下・・・・２５％
②時間外労働６０時間超・・・・・５０％
（以下、略）

（就業規則の記載例）

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するた

め引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇（代替休暇）を

付与することができます。

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があ

ります。

｢モデル就業規則｣も参考にしてください。

就業規則の変更



具体的な算出方法（例）

働き方改革推進支援助成金の活用方法（例）

法定休日労働 月60時間を超える時間外労働

➢１か月の起算日は毎月１日
➢法定休日は日曜日
➢カレンダー中の青字は、時間外労働時間数

割増賃金率

♦時間外労働（6 0時間以下）

♦時間外労働（6 0時間超）

♦法定休日労働

カレンダー白色部分 ＝2 5％

カレンダー緑色部分 ＝5 0％

カレンダー赤色部分 ＝35％

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

５時間 ５時間 ２時間 ３時間 ５時間

7 8 9 10 11 12 13

５時間 ２時間 ３時間 ５時間 ５時間 ５時間

14 15 16 17 18 19 20

３時間 ２時間 ３時間 ３時間 ３時間

21 22 23 24 25 26 27

３時間 ３時間 ２時間 １時間 ２時間 １時間

28 29 30 31

３時間 １時間 １時間 ２時間

➢時間外労働の割増賃金率
60時間以下･･･25％
60時間超･････50％

●勤怠管理システムを導入

各自の労働時間を 把握し、

業務を平準化

●就業規則に月60時間超の

割増賃金率の規定を改正

労務管理の報告業務が非効率な状
況で、時間外労働時間が月60時間
を超える労働者が複数名存在した

勤怠管理システム導入費用

と就業規則の改正費用に、

働き方改革推進支援助成金

を活用

助成率 75％

一定の要件を満たした場合 80％

上限額 最大250万円

事業場内賃金の引き上げ等の

一定の要件を満たした場合

最大490万円

取り組みの結果、時間外労働時間
が月60時間を超える者がいなく
なった

算出例

［活用例］

1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点

から50％以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

「働き方改革推進支援助成金」は、働き方改革に取り組む中小企業事業

主に、環境整備に必要な費用の一部を国が助成する制度です。



助成金のご案内

労働基準監督署
労働時間相談・支援コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などの法令に関する知識や

労務管理体制についてのご相談に、窓口・電話で対応・支援して

います。

また、ご希望があれば、個別訪問での相談・支援も行っています。

都道府県労働局
・パートタイム労働者、有期雇用労働者関係

：雇用環境・均等部(室)

・派遣労働者関係：需給調整事業部(課･室)

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用労働

者・派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。

働き方改革推進支援センター
働き方改革関連法に関する相談、労働時間管理のノウハウや賃金制度

等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、

社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。

産業保健総合支援センター
医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、

産業保健の専門家が相談に応じます。

よろず支援拠点
生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる課題につい

て、専門家が無料で相談に応じます。

ハローワーク
求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会な

どを実施しています。

医療勤務環境改善支援センター
医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応

じて、総合的なサポートをします。

▶「いきサポ」で検索

相談窓口のご案内

働き方改革推進支援助成金
生産性を向上させ、労働時間の縮減等に取り組む中小企業事業主に

対して、その実施に要した費用の一部を助成

業務改善助成金
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定

以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を

助成

（2022.4）















事業場トップ等による「安全衛生宣言」により職場の危険ゼロ及び労働者の健康

確保を目指した取組を行い、労働災害ゼロを目標とします。

目標

運動期間中（６か月間の労働災害ゼロ）の災害目標及び独自目

標を達成した参加事業場には、「無災害達成証」 を交付します。

達成証の交付

令和５年７月１日～令和５年１２月３１日までの６か月間

（「結果報告書」を令和６年１月２０日までにメールにて報告願います。）

※参加事業場は、運動期間中の結果報告の提出が必要となります。

運動期間

令和５年５月２０日～令和５年１０月３１日

（原則、局HPのエクセル様式よりメールにてお申し込みください。）

※建設現場は、工事開始の時点で随時受付をします。

※運動期間中の途中参加の場合でも、達成証の交付は、運動期間の全期間（６ヵ月間）無災害であるこ

とが条件です。

申込期間

検 索長崎労働局 アクションZERO

主催：長崎労働局 各労働基準監督署

今年度から申請・結果報告
は、「メール（エクセル）」送
信でお願いにゃん🐈🐈🐈



【申込先】長崎労働局労働基準部健康安全課あて

【TEL】095-801-0032

【受付Ｅメール】 kenkouanzenka-nagasakikyoku@mhlw.go.jp
※Eメールについてはアドレスをご確認の上、お間違えの無いようお願いします

局HPより様式（エクセル）をダウン
ロードし、メールで報告ください

mailto:kenkouanzenka-nagasakikyoku@mhlw.go.jp


ＺＥＲＯ
無災害達成

＋
独自目標達成

局HPより様式（エクセル）をダウン
ロードし、メールで報告ください。

結果報告と併せてアンケート（任意）もあります
のでご協力宜しくお願いします。



目標

事業場トップ等による「安全衛生宣言」により職場の危険ゼロ及び労働者の健康確保を目指した取組を行い、６か月間の

労働災害ゼロを目標とします。

ただし、建設現場等有期事業場については、県内での工事において、期間中１月以上の工期がある事業場とします。

また､全体目標【労働災害ゼロ】に加え参加事業場独自の【ゼロ目標又は100%目標】を掲げることとします。

※事業場独自目標は、安全衛生に関する目標とし、運動期間中に達成できるものとしてください。

（例） ・赤チン災害も起こさない「不休災害ゼロ！」

・業務中、通勤中も含めて「交通事故ゼロ！」

・事業の種類に応じた目標として「腰痛災害ゼロ！」、「転倒災害ゼロ！」 など

注意事項

① ここで言う「労働災害」には、障害のない不休災害及び通勤災害を含みません。また、製造業及び建設業の事業場

で同一構内、工事現場内において関係請負人の労働者も作業を行っている場合は、当該労働者の労働災害もゼロ

にする必要があります。

② 「六か月無災害達成証」交付後に結果報告書と異なる事実（労働災害の発生及び独自目標の未達成等）が判明し

た場合には、認定を取り消し、同達成証を返還していただきます。

また、目標を達成した場合でも参加事業場において労働行政に係る重大な法律違反の事実及び労使間のトラブル

等の問題により認定することが社会通念上ふさわしくないと長崎労働局長が認めるときには、達成証の交付を行わない

場合があります。

長崎県下における災害発生状況

賛同団体：（一社）長崎県労働基準協会、建設業労働災害防止協会長崎県支部、（一社）長崎県ビルメンテナンス
協会、（一社）長崎県警備業協会、全国造船安全衛生対策推進本部長崎支部、 （公社）建設荷役車両
安全技術協会長崎県支部
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13次防と14次防の労働災害発生状況 （全産業）

コロナ除く 実績

（人）

13次防期間 14次防期間

・13次防期間中の死亡者数より
5％以上減少（43人→40人以下）
・13次防期間中の年平均死傷者
数を2027年までに減少させる。
（13次防平均：1602人）


